
 福岡県内水面漁場管理委員会指示第２号 

 漁業法（昭和 24年法律第 267号）第 120条第１項及び第 171条第４項の規定に

基づき、シロウオ産卵場の保護を図るため、室見川における水産動植物の採捕禁止

区域及び期間を次のとおり指示する。 

 ただし、福岡県漁業調整規則（令和２年福岡県規則第 62号）第 33条に基づくし

ろうおやなによる採捕、試験研究機関等が試験研究等のためにする採捕及び陸岸か

らの竿釣り、手釣りについてはこの限りでない。 

  令和６年２月６日 

           福岡県内水面漁場管理委員会会長  中 園 正 彦   

１ 禁止区域 

    室見川のうち、次のイ線からロ線までの区域 

  イ線 福岡市西区愛宕、室見橋の上流端の線 

  ロ線 福岡市西区福重、新道井堰の下流端の線 

２ 禁止期間 

  令和６年３月１日から令和６年５月 31日まで 

 


